
建築基準法第９条第１３項の規定により下記のとおり公示した。 

建築基準法第９条第１項・第１０項の規定により、下記の内容の措置を命じた。 

命令施行日 命令根拠法令 
違反建築物等 命令を受けた者 

所在地 用途 住所 氏名 

平成２２年８月２６日 
法第２０条及び法第２７条 

（法第９条第１項） 

和泉市池田下町１４６０番１ 

（登記家屋番号１４６０番１） 
授産施設 高石市千代田五丁目２０番３ 坂口 昌隆 

平成２９年７月１７日 
法第６条第８項 

（法第９条第１０項） 
和泉市浦田町４０２番地１ 他 倉庫 和泉市浦田町２８０番地 藤原 一博 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 


